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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月6日(2017.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シーンに構造化光パターンを投影するためのレーザー装置であって、
  半導体レーザーの複数のアレイであって、前記半導体レーザーがＶＣＳＥＬであり、各
アレイが個別のＶＣＳＥＬチップ上に配列され、各アレイが前記半導体レーザーの発光領
域の不規則分布を有する、半導体レーザーの複数のアレイと、
  前記アレイをイメージング空間に画像化し、前記イメージング空間において前記アレイ
の画像を重ね合わせて前記光パターンを形成する、一つ若しくは複数のイメージング光学
系
とから成り、
  前記発光領域の不規則分布が、各ＶＣＳＥＬチップ上の発光領域の規則的配列から、前
記規則的配列により規定される基準位置に対する前記発光領域のランダムシフトだけ逸脱
し、前記シフトが少なくともＶＣＳＥＬの有効直径の距離をカバーすることを特徴とする
、
レーザー装置。
【請求項２】
　前記光パターンにおけるビームスポットのほとんどが、異なるアレイの半導体レーザー
から生じる少なくとも一つの隣接ビームスポットを有するよう、前記イメージング光学系
が構成される、請求項１に記載のレーザー装置。
【請求項３】
　前記アレイの少なくとも一つのＶＣＳＥＬが少なくとも二つの異なる形状を持つ発光領
域を有する、請求項２に記載のレーザー装置。



(2) JP 2016-507886 A5 2017.8.17

【請求項４】
　各単一アレイのＶＣＳＥＬが同一形状の発光領域を有し、少なくとも二つのアレイの前
記発光領域の形状が互いに異なる、請求項２に記載のレーザー装置。
【請求項５】
　各アレイにおいて少なくとも一方向における前記ＶＣＳＥＬの発光領域の直径が１０μ
ｍ以下であり、前記発光領域間の最小距離が２０μｍ以上である、請求項２に記載のレー
ザー装置。
【請求項６】
　前記イメージング光学系が、前記アレイの重ね合わせ画像が前記イメージング空間にお
いて少なくとも第一の方向に互いに対してわずかにシフトされるように構成される、請求
項１に記載のレーザー装置。
【請求項７】
　前記イメージング光学系が、前記アレイの重ね合わせ画像を前記イメージング空間にお
ける前記第一の方向と垂直な第二の方向に圧迫するように構成され、前記圧迫が両方向に
ビームスポットの実質的に均等な密度を達成するように選択される、請求項６に記載のレ
ーザー装置。
【請求項８】
　異なるアレイの連続的スイッチングのための制御ユニットをさらに有する、請求項１に
記載のレーザー装置。
【請求項９】
　前記光パターンが投影される前記画像空間におけるシーンの画像をとるように構成され
るカメラをさらに有する、請求項１に記載のレーザー装置。
【請求項１０】
　シーンの三次元認識若しくは三次元検出のための請求項１乃至９のいずれか一項に記載
のレーザー装置の使用。
【請求項１１】
　車両環境の検出のための請求項１０に記載の使用。
【請求項１２】
　産業生産若しくは物流領域におけるシーンの三次元認識のための請求項１０に記載の使
用。
【請求項１３】
　ユーザーインターフェースのための請求項１０に記載の使用。
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